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令和８年２月定例会

経 済 警 察 委 員 会

警察本部長説明要旨

委員の皆様方には、日頃より警察活動各般
にわたり御理解、御支援を賜り、この場をお
借りして厚く御礼申し上げます。

それでは、現下の治安情勢について申し上
げます。

昨年は、県民の皆様を始め、関係機関や団
体の方々の御理解、御協力のもと、県警察が
一丸となって犯罪抑止や交通事故抑止の総合
対策に取り組んだ結果、刑法犯認知件数は一
昨年よりも減少し、人身交通事故発生件数も
２４年連続で減少するなど、一定の成果を上
げることができました。

しかしながら、特殊詐欺やＳＮＳ型投資・
ロマンス詐欺の被害が多発するとともに、物
件交通事故を含む交通事故総量は増加してい
るほか、大規模地震等の緊急事態への更なる
備えが必要であるなど、県警察が取り組むべ
き課題は多くあります。

県警察といたしましては、本年も、関係機
関や団体との連携を図り、また、県民の皆様
の御理解、御協力を仰ぎながら、安全で安心
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な和歌山を確立すべく、事件事故の減少、犯
罪の徹底検挙、緊急事態への対処能力の向上
等に努めてまいります。

この後、条例、予算関係等の各議案、知事
専決処分及び治安情勢の詳細につきまして、
各部長と会計課長にそれぞれ説明、報告させ
ますので、よろしく御審議、御承認を賜りま
すようお願い申し上げます。

なお、私事で恐縮でございますが、本年３
月２３日付けの人事異動により、警察本部長
の職を離任することとなりました。
在任期間中は、鈴木委員長を始め、委員の

皆様方から、県警察の諸課題に対し、格段の
御助言と御協力を賜りましたこと、心より感
謝いたしております。
今後とも、安全で安心な和歌山の確立のた

め、皆様の変わらぬ御支援をお願い申し上げ
ます。
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令和８年２月定例会

経 済 警 察 委 員 会

警務部長説明要旨
（議案第５７号関係）

議案第５７号「警察職員の給与に関する条
例の一部を改正する条例」につきまして、御
説明申し上げます。

議案書（条例等）の６５頁から７１頁まで
を御覧ください。

これは、警察官の給与につきまして、自転
車等を使用する警察官に係る通勤手当及び特
地勤務手当の上限額の改定並びに駐車場等に
係る通勤手当及び第二種初任給調整手当の新
設を行うほか、期末手当の支給の一時差止め
に係る当該処分者への文書の交付に代えて行
う公示に関する改正を行うため、条例の一部
改正をお願いするものであります。

なお、この条例案につきましては、知事部
局等と同様の改正内容であり、本年４月１日
からの施行をお願いするものでありますが、
期末手当の支給の一時差止めに係る当該処分
者への文書の交付に代えて行う公示に関する
改正については、本年５月２１日からの適用
をお願いするものであります。

以上で条例議案の説明を終わります。
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令和８年２月定例会

経 済 警 察 委 員 会

生活安全部長説明要旨
（治安概況関係）

生活安全部関係の治安情勢につきまして、
御説明申し上げます。

昨年の刑法犯認知件数は３，９４６件と、
一昨年と比較して１１６件減少し、ピークで
ある平成１３年の２万４，２７３件の６分の
１以下となっております。
一方で、昨年中に認知した特殊詐欺被害は

１９０件、被害総額は約１１億２，０００万
円、Ｓ Ｎ Ｓ 型 投 資 ・ ロ マ ン ス 詐 欺 被 害 は
１３２件、被害総額は約１１億７，０００万
円にも及び、極めて厳しい情勢にあります。
詳細な分析に基づく効果的な犯罪抑止対策

を強力に推進するとともに、悪質巧妙化する
犯罪については対策を深化し、県民の安全と
安心の確保に努めてまいります。

次に、少年の非行情勢等につきまして、御
説明申し上げます。
昨年中、刑法犯で検挙された１４歳以上の

犯罪少年は、一昨年と比較して６３人減少の
１８０人であり、触法行為で補導された１４
歳未満の少年は３２人増加の１１５人となっ
ています。
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また、少年の福祉を害する犯罪につきまし
ては４６件３１人を検挙しております。こう
した状況の中、子供の性被害の問題も深刻化
しているため、非行防止と被害防止の両面か
ら少年の健全育成に取り組んでまいります。

次に、生活経済・環境・風俗事犯の取締り
状況につきまして、御説明申し上げます。
昨年中、生活経済事犯では、商標法違反事

件等で５８件５１人を、環境事犯では、廃棄
物処理法違反事件等で７７件７４人を、風俗
事犯では、風営法違反事件等で１２件１２人
を、それぞれ検挙しております。
引き続き、県民生活を脅かす悪質な事犯等

に対する取締りを強化してまいります。

次に、サイバー事犯の取締り状況につきま
して、御説明申し上げます。
昨年中、インターネットを悪用した犯罪収

益移転防止法違反事件等で１２３件１０１人
を検挙しております。
サイバー空間における安全の確保は重要な

治安上の課題であることから、引き続き、サ
イバー犯罪対策を強化してまいります。

次に、ストーカー事案の取締り状況につき
まして、御説明申し上げます。
昨年中、ストーカー事案では、ストーカー

規制法違反事件で９件９人を検挙するなど、
計２３件２３人を検挙しております。
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引き続き、県民生活に重大な脅威を及ぼす
事案に対する取締りを強化してまいります。

以上で生活安全部関係の説明を終わります。
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令和８年２月定例会

経 済 警 察 委 員 会

刑事部長説明要旨
（治安概況関係）

刑事部関係の治安情勢につきまして、御説
明申し上げます。

昨年の刑法犯の検挙率は、６５％でした。
県民が最も不安を感じる殺人、強盗、放火

などの重要犯罪につきまして、昨年は、一昨
年と比較して５件増加の８０件を認知し、

○ ＪＲ和歌山駅女子トイレ内における
殺人未遂事件

○ 串本町における現住建造物等放火未
遂事件

など、７６件７１人を検挙しております。
また、刑法犯の約５６％を占める窃盗犯の

うち、侵入盗、自動車盗などの重要窃盗犯に
つきまして、昨年は、一昨年と比較して７件
増加の２５９件を認知し、他府県で認知した
重要窃盗事件を含め３５２件８１人を検挙し
ております。
本年も引き続き、重要犯罪の徹底検挙と連

続発生する犯罪の早期検挙に努めてまいります。

次に、匿名・流動型犯罪グループ、暴力団
対策等の組織犯罪対策の状況につきまして、
ご説明申し上げます。
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県下の暴力団は、昨年末現在で６組織、約
７０人となっており、昨年は、

○ 暴力団組長による電子計算機使用詐
欺事件

○ 匿名・流動型犯罪グループよる警察
官等を騙ったオレオレ詐欺事件や、投
資名目のＳＮＳ型ロマンス詐欺事件

など１１５人を検挙しており、引き続き総力
を挙げて、これら犯罪組織に対する戦略的な
取締り、資金源の封圧など各種対策を推進し
てまいります。
次に、薬物事犯につきましては、昨年は、

覚醒剤事犯で７４人、大麻事犯で９３人、麻
薬その他の薬物事犯で２０人の計１８７人を
検挙しております。
引き続き、末端乱用者からの突き上げ捜査

を徹底し、密売組織の解明・摘発及び供給ル
ートの根絶に努めてまいります。

以上で刑事部関係の説明を終わります。
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令和８年２月定例会

経 済 警 察 委 員 会

交通部長説明要旨
（治安概況関係）

交通部関係の治安情勢につきまして、御説
明申し上げます。

昨年中の県内の人身交通事故は、
発生件数 １，２７９件
傷 者 数 １，５０２人
死 者 数 ３３人

で、一昨年と比較しますと、発生件数は１０
件減少し、死者数も１人減少しましたが、一
方で、傷者数は３７人増加しています。

昨年中の事故の特徴としましては、
○ 物件交通事故を含む交通事故総量は
増加したこと

○ 依然として飲酒運転、ながらスマホ
を始めとする悪質・危険な運転による
事故が発生していること

○ 自転車乗車中の死者は減少したもの
の人身交通事故は増加し、また、自転
車が関連する事故のほとんどに自転車
側にも法令違反が認められたこと

などが挙げられます。

こうした情勢の下、県警察では、交通事故



- 2 -

総量抑止に向けた各種安全教育や指導・啓発
を行うとともに、飲酒運転の根絶のための集
中取締り、歩行者の安全確保のための「サイ
ン サンクス運動」の一層の拡充及びこれと＋

プラス

並行した取締りの強化などの取組を推進して
おります。

加えて、本年４月１日から自転車等に対す
る交通反則通告制度が適用されることに伴い、
幅広い年齢層が利用する自転車の安全な通行
を確保するための対策を推進しております。

本年も、更なる安全で快適な交通環境の実
現に向け、関係機関・団体と緊密に連携し、
各般の取組を推進してまいります。

以上で交通部関係の説明を終わります。
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令和８年２月定例会

経 済 警 察 委 員 会

警備部長説明要旨
（治安概況関係）

警備部関係の治安情勢につきまして、御説
明申し上げます。

昨年中、幸いにも県内では、大きな災害の
発生はありませんでした。
一方、青森県では１２月８日の夜中に津波

を伴う震度６強の強い地震が発生しておりま
す。
また、昨日、３月１１日は、平成２３年に

東日本大震災が発生した日であり、１５年目
の節目を迎えたことにも思いを馳せると、南
海トラフ地震の発生が懸念される本県は、安
穏としていられません。
東日本大震災以降、平成２８年熊本地震や

令和６年能登半島地震を経て、集落の孤立化
や災害対策の長期化等、対策面で新たな課題
が生まれております。
県警察といたしましては、孤立地域を想定

した関係機関との部隊輸送訓練の実施、イン
フラが機能しない状況であっても警察機能を
維持できるソーラーパネルや備蓄倉庫を備え
た災害拠点交番の運用開始、救助活動の長期
化に備えた装備資機材の充実など、課題を克
服すべく幅広く対策強化に取り組んでいると
ころであります。
引き続き、南海トラフ地震や大規模な風水
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害が発生した場合に備え、災害対処能力の向
上に努めてまいります。

以上で警備部関係の説明を終わります。
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令和８年２月定例会

経 済 警 察 委 員 会

会計課長説明要旨
(議案第１号及び諸報第５号から第９号関係)

「令和８年度警察費当初予算案」を含む予
算関係議案と「知事専決処分」につきまして、
御説明申し上げます。

お手元の議案書（令和８年度予算）の議案
第１号「令和８年度和歌山県一般会計予算」
の５頁を御覧ください。

「款９ 警察費」の予算額は
３２６億１,７６８万５千円

で、その内訳は、
「項１ 警察管理費｣

２８０億９,３４６万３千円
「項２ 警察活動費」

４５億２,４２２万２千円
でございます。

続きまして 「令和８年度予算説明書」の、
「出」の１０８頁を御覧ください。

し ゆ つ

「款９ 警察費 「項１ 警察管理費」の」
内訳を御説明申し上げます。
「目１ 公安委員会費」の予算額は

１,７５５万円
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で、内容につきましては、説明欄にございま
す公安委員３人の報酬や公安委員会の運営、
古物営業等の公安委員会が行う各種営業許可
事務に要する経費でございます。

次に 「目２ 警察本部費」の予算額は、
２６７億２,１４９万８千円

で、内容につきましては説明欄を御覧くださ
い。
「１ 職員費」は

２４２億６,４０６万３千円
で、警察官２,１８３人と一般職員３２５人
の合計２,５０８人分の人件費、
「２ 警察運営」は

９億６,６００万１千円
で、会計年度任用職員の報酬や警察官の採用、
一般事務用品の購入等に要する経費、
「３ 警察庁舎管理」は

４億６,５８９万６千円
で、警察施設の光熱水費や各種設備の維持管
理等に要する経費、
「４ 警察職員福利厚生」は

４億３,５７４万３千円
で、警察職員の定期健康診断等の福利厚生に
要する経費、
「５ 情報管理業務」は

５億８,９７９万５千円
で、各種情報機器の運用や維持管理等に要す
る経費でございます。
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次頁 「出」の１０９頁を御覧ください。、
し ゆ つ

「目３ 警察施設費」の予算額は
７億４,３８８万３千円

で、内容につきましては、
「１ 警察施設等整備」は

５億１,４２０万円
で、警察施設の改修や維持管理等に要する経
費、
「２ 地域警察活動拠点整備」は

５,０２３万５千円
で、田辺警察署福井警察官駐在所の建て替え
や、その他の交番、駐在所施設の改修、維持
管理等に要する経費、
「３ 警察施設耐震改修」は

１億７,９４４万８千円
で、国の登録有形文化財に指定され、かつ、
建築から１００年以上が経過した橋本警察署

耐震、内部改修等高野幹部交番について、
経費でございます。を行うための

次に 「目４ 運転免許費」の予算額は、
５億９,９７７万２千円

で、運転免許試験や講習の実施、運転免許証
の作成・交付等に要する経費でございます。

次頁 「出」の１１０頁を御覧ください。、
し ゆ つ

「目５ 恩給及び退職年金費」の予算額は
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１,０７６万円
で、恩給法に基づく、昭和３７年１１月３０
日以前に退職した職員の御遺族に対する扶助
料の支給に要する経費でございます。

次頁 「出」の１１１頁を御覧ください。、
し ゆ つ

「項２ 警察活動費 「目１ 警察活動費」」
の予算額は

４５億２,４２２万２千円
で、内容につきましては説明欄を御覧くださ
い。
「１ 警察行政活動」は

１億７,７３９万６千円
で、警察行政活動に伴う旅費や警察電話の回
線料等に要する経費、
「２ 警察装備」は

５億６５７万１千円
で、警察官の被服や装備品、警察車両の燃料
費や維持管理等に要する経費、
「３ 留置管理」は

４,６７７万３千円
で、留置管理業務の運営に要する経費、
「４ 一般犯罪捜査活動」は

８億６０７万１千円
で、殺人や窃盗等の刑法犯の捜査や鑑識活動
等に要する経費、
「５ 組織犯罪捜査活動」は

３,９８３万円
で、暴力団等の組織的に敢行される犯罪の捜
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査に要する経費、
「６ 生活安全活動」は

９,３９６万６千円
で、犯罪の抑止対策や生活経済事犯等の捜査
に要する経費、
「７ 地域警察活動」は

３億３,４７８万３千円
で、地域警察官の活動や通信指令システムの
維持管理等に要する経費、
「８ 交通警察活動」は

５億８,０００万２千円
で、交通安全教育や交通系システムの維持管
理等に要する経費、
「９ 交通安全施設整備」は

８億５,６０９万４千円
で、交通信号機や道路標識・標示等の交通安
全施設の整備に要する経費、
「１０ 交通安全施設維持管理」は

５億８,１６６万３千円
で、交通管制センターの設備や交通信号機等
の維持管理に要する経費、
「１１ 総合警備対策」は

１億３,７９２万１千円
で、災害対策や警察用航空機の維持管理等に
要する経費、
「１２ 犯罪被害者支援」は

６３４万２千円
で、犯罪被害者の精神的被害の軽減等、その
支援に要する経費、
「１３ 放置駐車対策」は
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６,９３６万２千円
で、放置駐車違反の取締り等に要する経費、
「１４ 警衛」は

１億７,０３２万５千円
で、令和８年１１月に田辺市等で開催する
「第４９回全国育樹祭」に伴う警衛のための
各種警備対策に要する経費、
「１５ 総合的なサイバーセキュリティ対
策の強化」は

１億１,７１２万３千円
で、サイバー犯罪捜査やサイバー人材の育成、
スマートフォンなどの電子機器に内蔵された
捜査上必要となるデジタル証拠を収集する高
機能な解析機器の整備に要する経費でござい
ます。

次に、債務負担行為について御説明申し上
げます。

。「雑」の５５頁及び５６頁を御覧ください

「４７３ 令和８年度放置駐車車両確認事
務委託」から､「４８１ 令和８年度試験用
車両整備」までの９項目につきましては、新
規に債務負担行為をお願いするものでござい
ます。

続きまして「雑」の９６頁から９７頁まで
を御覧ください。
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「２６０ 令和６年度警察相談電話等機器
リース」から「２７６ 令和７年度情報管理
業務関係機器等リース」までの１７項目につ
きましては、継続して債務負担行為をお願い
するものでございます。

以上で令和８年度警察費当初予算案につい
ての説明を終わります。

続きまして、損害賠償の額に関する知事専
決処分につきまして御説明申し上げます。

お手元の「地方自治法第１８０条第１項の
規定による知事専決処分報告」の諸報第５号
から第９号までを御覧ください。

内容につきましては、いずれも警察官の公
務中の交通事故に伴う損害賠償の額につきま
して、御報告するものでございます。

各事故等の概要、賠償金の額等につきまし
ては、各諸報に記載のとおりでございます。

以上で 「令和８年度警察費当初予算案」、
を含む予算関係議案と「知事専決処分」につ
いての報告・説明を終わります。


